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在宅医療連携拠点推進事業 成果報告会 発表資料

豊川市健康福祉部介護⾼齢課
在宅医療連携推進センター
電 話：0533-89-3179
ＦＡＸ：0533-89-8812
メール：zaitaku@city.toyokawa.lg.jp
活動実績はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでも公開中！「在宅医療 豊川市」で検索！

豊川市の
取組

構成
• モデル事業開始年度における地域概要
• 地域の⼈⼝ピラミッド
• 地域の医療・介護サービス資源の状況
• 事業の推進体制（進め⽅）
• 活動ロードマップ
• 地域の課題と解決策
• モデル事業期間での活動評価
• 平成２７年度以降の推進体制
• 今後の課題と留意すべきポイント
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モデル事業開始年度における地域概要

〇豊川市
〇⼈⼝１８４，８９８⼈、⾼齢化率２２．４％
国勢調査Ｈ１７→Ｈ２２ ０．３％の⼈⼝微増・・・しかし、
年少⼈⼝、⽣産年齢⼈⼝がともに減少し、⽼年⼈⼝⽐率の増加が顕著

平成２５年４⽉１⽇データ（事業計画時点）
〇地域の特性
平成１８年２⽉ 宝飯郡⼀宮町と合併、平成２０年１⽉ 同郡⾳⽻町、
御津町と合併、平成２２年２⽉ 同郡⼩坂井町と合併
平成２６年１⽉２３⽇、在宅医療連携推進センターを設置
専従職員５名（事務３名、保健師１名、パートタイム１名）にて当該
事業を開始。

地域の⼈⼝ピラミッド
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地域の医療・介護サービス資源の状況

（１）医療機関

・病院 １１箇所（在宅療養支援病院１箇所）
（精神１０６床、結核８床、療養７７５床、一般６５８床）
・診療所 ７８箇所（在宅療養支援診療所１５箇所）
・歯科診療所 ７８箇所（在宅療養支援歯科診療所３箇所）
・歯科併設病院 ３箇所
・薬局 ８８箇所（在宅医療受入薬局２４箇所）

※ 拠点事業で行ったアンケート調査結果より、「対応できる在宅
医療」があると回答した医療機関は、病院７箇所、診療所２７箇
所、歯科診療所３９箇所、薬局７５箇所。

※ 地域資源リスト作成・マッピング作業と併せて整理した
日常生活圏域別資源数より

地域の医療・介護サービス資源の状況
（２）介護サービス

《居宅系》
・居宅介護支援事業所 ４７事業所
・小規模多機能型居宅介護 ５事業所
・複合型サービス １事業所

《訪問系》
・訪問看護 ９事業所
・訪問介護 ３２事業所
・訪問入浴介護 ５事業所

・訪問リハビリテーション ７事業所
《通所系》

・通所介護 ６２事業所
・認知症対応型通所介護 ６事業所
・通所リハビリテーション ８事業所
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地域の医療・介護サービス資源の状況
《施設系》

・介護療養型医療施設 ３事業所
・介護老人福祉施設 ７事業所
・介護老人保健施設 ３事業所
・短期入所生活介護 １１事業所
・短期入所療養介護 ４事業所
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ３事業所
・特定施設入居者生活介護 ３事業所
・認知症対応型共同生活介護 １２事業所

《福祉用具系》

・福祉用具販売 ８事業所
・福祉用具貸与 ９事業所
・住宅改修 ５事業所

地域資源マップ（参考）
地域の医療･福祉資源について、資源の基本情報、在宅でできることなどを集約し、
本市の地図上にマッピングを行った。（マッピングについては電子データベース）
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地域資源マップ（参考）
例：居住地近隣の医療機関のアイコンを選択すると、左欄に、事業所名や対応

できる在宅医療といった情報などが表示される。

⽇常⽣活圏域別資源数（参考）
地域の医療･

福祉資源の量･
質・偏り等を把
握し、今後、

資源の有効活
用や不足資源
の確保のため
に活用する。

西部
圏域

圏域人口

1万人当たり

施設数

東部
圏域

圏域人口

1万人当たり

施設数

南部
圏域

圏域人口

1万人当たり

施設数

北部
圏域

圏域人口

1万人当たり

施設数
合計

人口

1万人当たり

施設数
備考

19 4.3 24 5.2 24 5.1 22 4.6 89 4.8

18 4.1 22 4.8 24 5.1 17 3.5 81 4.4

15 3.4 24 5.2 18 3.8 31 6.5 88 4.8

52 11.8 70 15.2 66 14.1 70 14.6 258 13.9

地域包括支援センター 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 4 0.2

居宅介護支援事業所 11 2.5 12 2.6 12 2.6 12 2.5 47 2.5 市外2

小規模多機能型居宅介護事業所 1 0.2 1 0.2 2 0.4 1 0.2 5 0.3

複合型サービス事業所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.1

小計 13 3.0 14 3.0 15 3.2 15 3.1 57 3.1

訪問看護事業所 2 0.5 2 0.4 1 0.2 4 0.8 9 0.5

訪問介護事業所 6 1.4 11 2.4 8 1.7 7 1.5 32 1.7 市外１

訪問入浴サービス事業所 0 0.0 2 0.4 1 0.2 2 0.4 5 0.3

訪問リハビリ事業所 2 0.5 3 0.6 0 0.0 2 0.4 7 0.4

小計 10 2.3 18 3.9 10 2.1 15 3.1 53 2.9

通所介護事業所 19 4.3 16 3.5 15 3.2 12 2.5 62 3.3

認知症対応型通所介護事業所 0 0.0 1 0.2 3 0.6 2 0.4 6 0.3 休止3

通所リハビリ事業所 2 0.5 4 0.9 0 0.0 2 0.4 8 0.4

小計 21 4.8 21 4.5 18 3.8 16 3.3 76 4.1

介護療養型医療施設 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0 3 0.2

介護老人福祉施設 2 0.5 1 0.2 1 0.2 3 0.6 7 0.4

介護老人保健施設 1 0.2 0 0.0 0 0.0 2 0.4 3 0.2

短期入所生活介護施設 3 0.7 3 0.6 1 0.2 4 0.8 11 0.6

短期入所療養介護施設 1 0.2 0 0.0 1 0.2 2 0.4 4 0.2

地域密着型介護老人福祉施設 1 0.2 1 0.2 0 0.0 1 0.2 3 0.2

特定施設入居者生活介護施設 2 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.2 3 0.2

認知症対応型共同生活介護施設 5 1.1 3 0.6 3 0.6 1 0.2 12 0.6

小計 16 3.6 9 1.9 7 1.5 14 2.9 46 2.5

福祉用具販売事業所 1 0.2 1 0.2 3 0.6 3 0.6 8 0.4 市外14

福祉用具貸与事業所 1 0.2 2 0.4 3 0.6 3 0.6 9 0.5 市外15

住宅改修事業所 0 0.0 1 0.2 2 0.4 2 0.4 5 0.3 市外10

小計 2 0.5 4 0.9 8 1.7 8 1.7 22 1.2

62 14.1 66 14.3 58 12.4 68 14.2 254 13.7

※医科、歯科、薬科は東海北陸厚生局（H26.11.4現在）
※介護事業所は県公表資料及び介護保険関係事業所連絡協議会加盟リスト（H26.10.1現在）
※施設機能等は上記公表資料のほかWAMNET、あいち医療情報ネット、あいち在宅医療ネット等を調査
※認知症対応型通所介護事業所：休止中3か所は含まない
※休日夜間診療所を含まない
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事業の推進体制（進め⽅）
在宅医療連携拠点推進協議会 １７名

【所掌内容】
(１) 多職種連携の課題の抽出と解決策の検討
(２) 在宅医療従事者の負担軽減の支援
(３) 効率的で質の高い医療提供のための多職種連携
(４) 入院病床の確保及び家族の負担軽減に向けた取組み
(５) 在宅医療に関する地域住民への普及啓発活動
(６) 在宅医療連携に関する独創的な取組み

在宅医療支援体制 １３名

【所掌内容】
・地域資源の集積内容を検討する

こと。
・医療機関の支援体制を検討する

こと。

研修・広報 １５名

【所掌内容】
・研修、講演会、交流会の内容を

検討すること。
・住民向け広報等の内容を検討

すること。

電子連絡帳端末導入 １３名

【所掌内容】
・電子連絡帳の導入を検討する

こと。
・電子連絡帳の普及及び利活用を

検討すること。

【検討部会】

専門的事項を協議する場として３つの検討部会を設置し、推進協議会では、各検討部会から報告
のあった施策の方向性について検討を行い、関係多職種による全市的な取組みが可能となるよう、
施策の実施の道筋について協議。
それぞれ、会長、部会長は専門的知識・経験・経歴等を持った学識経験者に委嘱。
構成する委員については、在宅医療連携拠点推進協議会設置要綱にて定め、委嘱または任命。
平成２５年度は各１回、平成２６年度は各２回の会議を開催。

活動ロードマップ（全体）
協議会の開催（年２回） 1/23 10/1 3/20

協議会「研修・広報検討部会」の開催（年２回） 2/21 7/4 11/7

協議会「電子連絡帳端末導入検討部会」の開催（年２回） 3/27 7/1 1/29

協議会「在宅医療支援体制検討部会」の開催（年２回） 2/27 6/6 12/12

地域資源マップ作成

アンケート調査

多職種協働人材育成研修の実施（年１回） 3/2 9/28

在宅医療・介護ネットワーク講演会・交流会の実施（年１回） 3/23 1/31

アウトリーチの実施

電子連絡帳の導入、運用、普及啓発

空病床補足

レスパイトサービス等の実施

シンポジウム等の開催 9/11 11/30

生涯学習出前講座による普及啓発（随時） ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇

チラシ、パンフレット、クリアファイル等での周知

市広報、ＨＰ、ＦＢ等での周知

マスメディアの活用（随時）

※　協議会・・・在宅医療連携拠点推進協議会の略 ※３つの検討部会で各事業内容を検討（色分け）

※　必要に応じて、別途ワーキング、メーリングリスト及び電子＠連絡帳等による情報交換を頻回に実施。
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平成２５年度
第４四半期
１月～３月

事業項目
平成２６年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ﾁﾗｼ作成配布

シンポ・市職員向け研修案作成・準備

研修案作成 研修準備

講演会・交流会準備

ポスター作成・配布 センター便り作成・配布

広報１１／１号特集作成・配布ＨＰ・ＦＢ等整備

試験運用・操作研修

可能性検討

正規運用開始

リスト作成

項目検討 ｱﾝｹｰﾄ実施 ｱﾝｹｰﾄ集約

資源マップ作成 完成

空病床補足手法検討 補足手法案策定

ｼｮｰﾄｽﾃｲを中心に調査・可能性検討

実施に向けた手法案策定

調査結果の共有

ﾎﾞﾗ人材バンク設置

講演会・交流会案作成

リスト確認

出前講座 全２３回
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地域の課題と解決策1（中間報告より）
医療と介護の職種間における壁

平成２５年度に実施した多職種協働⼈材育成研
修やネットワーク講演会の結果より、多職種が
集まる機会の必要性が再確認された。
引き続き機会の創出を図る⼀⽅、教育ニーズを

捉えて専⾨性の⾼い研修を通して、職種間の壁を
取り除いていく必要がある。

指定事業分類
【多職種連携の課題の抽出と解決策の検討】
【効率的で質の⾼い医療提供のための多職種連携】

地域の課題と解決策1に対する平成２６年度の取組み

・回を重ねるごとに「顔の⾒える関係」ができ、活発な意⾒交換ができる雰囲気となってきている。
・研修・広報検討部会では、⾃主的なワーキングも実施。
・電⼦連絡帳の活⽤により、事前の情報共有・事後の意⾒交換がスムーズとなっている。

第１回（日時、主な協議内容） 第２回（日時、主な協議内容）

平成26年6月6日(金)
・地域の医療･福祉資源リストの作成概要の協議
・在宅医療に関する市民･各職種別アンケート調査の協議
・レスパイトサービス等の対応等に関する施設訪問調査の協議
・支援体制構築に係る課題等の整理

平成26年12月12日(金)
・地域資源及び各種調査結果から見る地域課題等について
・平成27年度以降の組織体制について
・平成27年度以降の取組みについて
・在宅医療支援体制検討部会事業報告書について

平成26年10月1日(水)
・平成25年度及び平成26年度上半期事業実績について
・平成26年度下半期の事業予定について

平成27年3月20日(金)　※予定
・在宅医療連携拠点推進事業のとりまとめと提言について
・平成27年度以降の在宅医療連携拠点推進事業について

平成26年7月4日(金)
・連携研修事業の内容協議
・市民向けシンポジウムの内容協議
・講演会開催内容協議
・市広報特集記事、市民向け啓発事業(ポスター作成)内容協議

平成26年11月7日(金)
・平成27年度以降の組織体制について
・平成27年度以降の研修体系
・啓発事業について
・研修・広報検討部会事業報告書について

平成26年7月1日(火)
・試行運用案、モデル地区運用案等の内容協議
・東三河電子連絡帳協議会支部制提案等の協議

平成27年1月29日(木)
・平成27年度以降の組織体制について
・平成27年度以降の取組みについて
・電子連絡帳端末導入検討部会事業報告書について

在宅医療連携拠点推進協議会

在宅医療支援体制検討部会

電子連絡帳端末導入検討部会

研修・広報検討部会

【会議の開催】
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地域の課題と解決策1に対する平成２６年度の取組み

・グループワークは、学びと併せてネットワーク構築の絶好の機会となるため、教育ニーズが⾼く、
また、研修満⾜度も⾼い。今後も、ニーズの⾼い講義などと組み合わせ、研修効果を⾼めていく。

・情報交換会の場では、ある医師とケアマネの間での誤解が解けるなどの事例もあった。
※研修等アンケート結果は、ホームページに掲載しています。「在宅医療 豊川市」で検索！

開催⽇：平成26年9⽉28⽇(⽇)
内 容：講義「地域連携（退院⽀援）について考える」
講 師：永嶋智⾹（静岡県⽴総合病院地域医療ネットワークセンター看護師⻑）
グループワーク：「地域連携事例検討（退院⽀援模擬カンファレンス）」
ファシリテーター：蒔⽥寛⼦（豊橋創造⼤学保健医療学部看護学科教授）
参加者実績：研修者39名 傍聴者10名

【多職種連携研修会の開催】

【第２回とよかわ在宅医療・介護ネットワーク講演会・情報交換会の開催】
開催⽇：平成27年1⽉31⽇(⼟)
内 容：講義「医療・介護チームが⽀えるターミナルケアと看取り

〜 疼痛管理における⿇薬取扱い等専⾨的知識の共有を通じて 〜」
講 師：⻑尾和宏（⻑尾クリニック 院⻑）
参加者実績：講演会145名 情報交換会44名

地域の課題と解決策２（中間報告より）

在宅医療と介護の連携に関する住⺠向けの情報不⾜

平成２５年度は地元新聞掲載など、多職種協働
による医療・介護の連携の取組が紹介され、また、
在宅医療推進啓発チラシ、認知症⾒守りファイル
の配布等によって地域住⺠への周知啓発を⾏った
が、引き続き、事業の本質の周知を含め、⼯夫を
凝らしたＰＲが必要と考える。

指定事業分類
【在宅医療に関する地域住⺠への普及啓発活動】



9

地域の課題と解決策２に対する平成２６年度の取組み
【在宅医療・介護を考えるシンポジウムin豊川の開催】
開催⽇：平成26年11⽉30⽇(⽇)
内 容：基調講演「在宅医療・介護について考える」
講 師：太⽥秀樹（医療法⼈アスムス 理事⻑）
その他：豊川市医師会⻑をファシリテーターとし、基調講演講師及び市内の医療･

介護従事者によるパネルディスカッション
参加者実績：238名

【啓発ポスター「在宅医療・介護ものがたり」の作成・配付】
仕様：A1カラー⽚⾯刷
作成部数：750枚
配付先：三師会、介護関係事業所
その他：講演会・シンポジウムなど、
多くの⼈が集まる機会に掲出。

【市広報への特集記事掲載】
掲載号：11⽉1⽇号
掲載ページ数：特集記事5ページ
タイトル：⼈⽣の終わりについて考える
〜より豊かに“⾃分らしく”過ごすために〜

地域の課題と解決策２に対する平成２６年度の取組み

【⽣涯学習まちづくり出前講座の開催】
開催回数：全23回（H27.2.1現在）
講座名 ：在宅医療ってなに？
聴講者数：823名

【市職員向け研修会の開催】
開催⽇：平成26年9⽉11⽇(⽊)
テーマ：「超」⾼齢社会 地域を⽀える必要不可⽋な視点とは
講 師：辻 哲夫（東京⼤学⾼齢社会総合研究機構 特任教授）
参加者実績：93名（事前申込分：当⽇参加者を含めると100名以上）

【地域資源マップＷＥＢ版の公開】
公開⽇：平成26年11⽉11⽇(⽕)
※広報2⽉15⽇号にて市⺠周知

【ホームページ・ＳＮＳの開設】
各種取組等について随時紹介
※シンポジウムアンケート、その他成果物等は、ホームページに掲載しています。
「在宅医療 豊川市」で検索！
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地域の課題と解決策３（中間報告より）
３ 在宅医療従事者の不⾜

現在、在宅医療を⾏う医療従事者は、実質的に
は限られている。（まだまだ少ない。）
このような状況下において、在宅医療従事者に

関する負担軽減策が確⽴されなければ、これから
在宅医療に取り組もうとする者の増加が⾒込みに
くい。
ＩＣＴの活⽤や相互⽀援体制の構築により、

在宅医療従事者の負担軽減策を進める必要がある。

指定事業分類
【在宅医療従事者の負担軽減の⽀援】

地域の課題と解決策３に対する平成２６年度の取組み
【関係職種向けアンケート調査の実施】

調査期間：平成26年7⽉29⽇〜8⽉15⽇
対象者：市内の医科、⻭科、薬科、居宅介護⽀援事業所、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
回収状況：医科 配付数83 回収57 回収率68.7％

⻭科 配付数81 回収42 回収率51.9％
薬科 配付数88 回収59 回収率67.0％
居宅介護事業所 配付数55 回収51 回収率92.7％
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 配付数８ 回収８ 回収率100％

【電⼦連絡帳の導⼊】
正規運⽤開始⽇：平成26年10⽉1⽇
利⽤施設数（利⽤者数）：138施設（245⼈） ※H27.3.2現在
試⾏運⽤期間：平成26年7⽉2⽇〜8⽉31⽇
試⾏運⽤対象者説明会：全4回（134名参加）
試⾏運⽤協⼒事業者向け操作説明会：1回（約30名参加）
※ 本市に適切な運⽤⽅針等を検討し、利⽤規約を整備。

規約の中で、電⼦連絡帳の利⽤申請を希望する施設等は利⽤申請の段階で、本市に
おける地域包括ケアシステムの構築及び運⽤等に協⼒することに同意したものとみな
し、豊川市⻑名により地域包括ケアシステム協⼒施設認定証を交付することとした。
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地域の課題と解決策３に対する平成２６年度の取組み

・電⼦連絡帳については、システム説明会、試⾏運⽤等により、円滑に正規運⽤を開始することが
でき、多職種連携のツールとして利⽤者も⽇々増加している。

（実際にあった電⼦連絡帳を⽤いた多職種連携の好事例については、利⽤者全員が参考として閲覧
できるように患者情報等を修正し、デモ患者登録・情報共有している。）
しかし、負担軽減という⽬的に対しては、更なる利便性の向上、⼊⼒の⼆度⼿間の解消といった
課題も⼭積。

※アンケート結果等は、ホームページに掲載しています。「在宅医療 豊川市」で検索！

卓上表示、ステッカー、地域包括ケアシステム協力施設認定証

モデル事業期間での活動評価
１ 多職種連携の課題の抽出と解決策の検討

多職種の壁は徐々に取り払われ、現在よりもはるかに連携が取りやすくなっている。
多職種連携により、個別ケアの質・量の向上にもつながっている。

・在宅医療連携拠点推進協議会の設置に
より、多職種が一堂に会する場ができ、そ
れぞれの職域からの課題、地域住民の意
識など、問題意識が共有されつつある。

・交流会の開催などにより、顔の見える関
係づくりが進みつつある。

【事業開始１５ヶ月後の目標】

【事業開始１０年後の目標】

・専門的事項の協議を行いやすい組織体制
（協議会と部会）で在宅医療連携拠点推進

協議会を立ち上げることができた。
・会議資料の事前送付や情報共有を徹底

することで、課題や問題意識の共有がさ
れつつある。

・電子連絡帳の利用など、新たな情報共有
ツールも利用することで、より顔の見える
関係が進みつつある。

【目標に対する評価】

（各種取組）
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モデル事業期間での活動評価
２ 在宅医療従事者の負担軽減の⽀援

補強すべき部分に対応し続ける体制ができている。
往診・訪問診療を行う医療関係者が増加している。
主治医・副主治医制などの負担軽減策も定着している。

・不足資源、地域などが明らかになっている。
・不足部分の補強により資源が充実しつつ

ある。
・主治医・副主治医制などにより、高度な在

宅医療が可能となる道筋ができつつある。

【事業開始１５ヶ月後の目標】

【事業開始１０年後の目標】

・地域資源の分析及びマッピングを行ったこ
とで、地域の医療・福祉資源の量・質・偏り
等が明らかとなり、今後の資源の有効活
用や不足資源の確保策等を検討していく
ための土台ができた。

・関係職種向けアンケート調査により、在宅
医療に関する関係機関・事業所の在宅医
療に対しての取組や受け止め状況等を確
認することができた。

・主治医・副主治医制などについては、引き
続き医師会と検討を要す課題。

【目標に対する評価】

（各種取組）

（今後の課題と留意すべきポイントを踏まえた取組）

モデル事業期間での活動評価
３ 効率的で質の⾼い医療提供のための多職種連携

電子連絡帳が機能し、訪問支援、多職種協働のケアカンファレンスは自然と行えるようになっている。
研修も初級者向け、中・上級者向けなど幅が広がり、そのとき必要とされる教育ニーズに対応できている。

・顔の見える関係ができ、多職種連携によ
るケアカンファレンスの実施件数が増加し
つつある。

・情報共有ツールとして電子連絡帳の導入
が進み、連携がスムーズになりつつある。

・研修の実施により多職種連携の重要性を
認識した人材が育成されつつある。

【事業開始１５ヶ月後の目標】

【事業開始１０年後の目標】

・説明会等の実施、試行運用の実施、運用
ルールの策定など事前の準備をしっかりと
行うことで、電子連絡帳を円滑に導入するこ
とができた。
・実際にあった連携の好事例は、患者等の

同意を得たうえで個人情報に配慮し、全
利用者で情報共有できている。

・各種研修、講演会・交流会等の実施によ
り、そのアンケート結果などから、多職種
連携の重要性を認識した人材が育成され
つつある。また、グループワークの研修満
足度が特に高いこと、専門性の高いもの
へのニーズも強いことなどがわかった。

【目標に対する評価】

（各種取組）

（今後の課題と留意すべきポイントを踏まえた取組）
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モデル事業期間での活動評価
４ ⼊院病床の確保及び家族の負担軽減

市内では、病床の安定的な確保ができている。
東三河南部医療圏での空き床把握が可能となり、症状急変時や家族の介護負担軽減のため必要な際、
自治体間で融通が可能になっている。

拠点において、空き床の状況を確認でき、
必要な際に速やかな情報提供が可能にな
りつつある。

東三河南部医療圏での空き床確認への検
討を開始。

【事業開始１５ヶ月後の目標】

【事業開始１０年後の目標】

・空き病床の把握については問題も多く、
引き続き今後の検討課題となっている。
病床を有する病院間での議論の場が必要
と考えられる。

・家族の負担軽減のためのレスパイトサー
ビス等については、市内の短期入所サー
ビス等を提供する施設に対して、施設
訪問調査を実施した。調査結果は、電子
連絡帳により、関係多職種で情報共有
する予定。

【目標に対する評価】

（各種取組）

（今後の課題と留意すべきポイントを踏まえた取組）

モデル事業期間での活動評価
５ 在宅医療に関する地域住⺠への普及啓発活動

住民の意識が高まり、在宅医療ボランティア活動など、地域における支援力が高まっている。
効率的で無駄がなく、症状の重篤化を抑制できるような医療や介護を住民が利用できている。

地域住民への普及啓発により、主治医・か
かりつけ医の重要性の認識、コンビニ受診
の抑制、在宅医療の理解が進みつつある。

また、理解が進むことで、住民は、最適化さ
れた選択を行うことができつつある。

【事業開始１５ヶ月後の目標】

【事業開始１０年後の目標】

・地域での在宅医療を浸透させるための
フォーラム・講演会等を開催し、大変多く
の方の参加を得ることができた。アンケー
ト結果から満足度も高く、ニーズもあること
から、今後もより高い満足度が得られるよ
う、手法等についても検討し、普及啓発し
ていく。

・啓発チラシ、ポスター、市広報特集といっ
た様々な媒体での普及啓発のほか、地域
へ出向いての出前講座も開催したが、
全２３回８２３人の参加と、住民の関心も
高まってきているように感じられる。

【目標に対する評価】

（各種取組）

（今後の課題と留意すべきポイントを踏まえた取組）
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モデル事業期間での活動評価
６ その他

ＰＲについては、内容のよしあしだけでなく、出す内容、タイミング等、
カードの切り⽅も⾮常に重要と考えるので、効果的な普及啓発ができる
よう、今後も気をつけていきたい。

市長の思う「平成２６年豊川市の１０大ニュース」に！

（本文抜粋）
１月23日 在宅医療連携推進センターを南部高齢者相談センター内に開設。
地域における医療と介護の連携を推進することを目的に「豊川市在宅医療
連携拠点推進協議会」を設置し、本市における在宅医療の連携を推進する
専門部署としてセンターを開設。

9/11 市職員向け研修の実施。 ※市長も参加 広報マン育成

11/30 市民向けシンポジウムの実施。 ※市長挨拶 情報共有の場

11/30 シンポジウム新聞記事

さらに市民の目に触れ、普及啓発効果ＵＰ！

そして、年末を迎え・・・

11/1 市広報に特集記事（５ページ）掲載。 市民へ周知

戦略的事業実施！

平成2７年度以降の推進体制
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今後の課題と留意すべきポイント
【主な課題】

ⅰ 医療・介護に従事する人材育成

ⅱ 医療従事者及び介護従事者の連携強化

ⅲ 多職種間における情報共有の仕組みづくり

ⅳ 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の整備

ⅴ 在宅医療そのものに対する理解の促進

ⅵ 在宅医療に関する相談窓口の体制づくり

ⅶ 市民に対する十分な普及啓発

今後の課題と留意すべきポイント
１ 在宅医療・介護従事者の負担軽減の支援

（１）地域資源マップの有効活⽤
現在、当該マップで公表している情報は、資源情報集約時に、施設等から回答が得

られなかったなどの理由により不⾜する部分も⾒受けられ、医療・介護資源も⽇々の
動きが⼤きいことから、今後も引き続き、掲載情報の⾒直し及び情報更新などに努め
るとともに、当該情報を市⺠や関係多職種が有効活⽤できる⼿法の検討が必要。

（２）切れ⽬のない在宅医療・介護の提供体制の構築
地域において、切れ⽬のない在宅医療・介護を提供することは、最も重要な課題で

ある反⾯、最も検討すべき課題が多い。在宅医療連携拠点推進協議会事業においても
様々な議論がなされてきたが、関係団体等における積極的な調整等を踏まえ、関係多
職種間、あるいは職能団体内部の協議を通じて、可能な限り早期に在宅医療・介護の
提供体制の構築をすることが必要。
優先的に取り組むことが必要なものの具体例は次のとおり。
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今後の課題と留意すべきポイント
１ 在宅医療・介護従事者の負担軽減の支援

Ⅰ 在宅医療従事者の負担を軽減するため、例えば「主治医及び緊急時サポート医制度
（仮称）」の検討・創設
Ⅱ 在宅医療・介護をコーディネートするケアマネジャーの負担を軽減するため、例え
ば、医師において、ケアマネジャーからの問い合わせに対応可能な曜⽇・時間を設定
する「ケアマネタイム」の検討・創設

Ⅲ 在宅医療・介護従事者の負担軽減に向けた、例えば「関係様式の統⼀化」など、情
報共有⼿法の検討

Ⅳ 病院から地域へと在宅回帰を促すため、本市での退院⽀援マニュアル等の共有化、
⾒える化、連携体制づくりの検討

Ⅴ 在宅療養患者の容態急変時に、診療を⾏う医療機関の確保体制の検討。
例えば、病床を持つ基幹病院における役割づくり、東三河南部医療圏の地域医療⽀

援病院である豊橋市⺠病院との連携強化や、介護者レスパイト機能も含めたバック
ベッドの検討。

《優先的に取り組むことが必要なものの具体例》

今後の課題と留意すべきポイント
２ 効率的で質の高い医療提供のための多職種連携

（１）在宅医療・介護に従事する⼈材育成研修等の実施
今後は、より⼀層の関係多職種間の連携を推進させるため、⾼齢者相談センター

（地域包括⽀援センター）が設置される⽇常⽣活圏域単位においても、きめの細かい研
修等を実施するなど、研修・講演会・交流会等の参加者の裾野を広げることが必要。
併せて、関係多職種の積極的な参画が重要であることから、引き続き、関係する団

体や事業所等の協⼒が必要。

（２）在宅医療・介護に従事する⼈材の確保
在宅医療・介護に従事する⼈材確保は喫緊の課題であるため、平成27年度から、

医師会が設置する在宅医療サポートセンターにおいて、訪問診療時等における同⾏研
修の実施に向けた取組みがなされることを踏まえ、⾏政機関を始め、市⺠病院、関係
多職種の協⼒体制の下、これらの取組みが実践されることが必要。
なお、在宅医療・介護に従事する⼈材の育成及び確保に資する事業等の実施検討に

ついては、医師会のみならず、他の職種ごとにも実施するとともに、⾏政機関等は必
要に応じて⽀援を⾏うことが必要。



17

今後の課題と留意すべきポイント
２ 効率的で質の高い医療提供のための多職種連携

（３）電⼦連絡帳の有効活⽤
平成26年10⽉に正規運⽤を開始した「電⼦連絡帳」システムは、患者（サービス

利⽤者）を⽀援する、多職種間における情報共有ツールとして有⽤と考えているが、
他⽅で、システムを使う側からは、既存の業務系システムと電⼦連絡帳への⼊⼒の
⼆度⼿間といったシステムの使い勝⼿の悪さ、システムに登録される側からは、個⼈
情報（特に病気に関する情報）の秘匿性に不安を感じることに起因する、システム利
⽤の不同意がみられることから、システムの普及が鈍い状況となっている。
このため、システム利⽤時における、個⼈情報取扱いのガイドラインを早急に整備

し、情報漏えいに対する患者等の不安の払拭と、システムの有⽤性を積極的に市⺠に
周知するとともに、システムの利便性の向上については、引き続きシステム開発者に
対して要望を続けることが必要。
また、利⽤する関係多職種に対するシステム説明会等を定期的に実施するなど、シ

ステムの理解を得ながら普及啓発を⾏っていくことが必要。

今後の課題と留意すべきポイント
３ 入院病床の確保及び家族の負担軽減に向けた取り組み

（１）後⽅⽀援病院等の確保
地域において、切れ⽬のない在宅医療と介護の提供体制を構築するために必要な取

組みとして、在宅療養患者の容態急変時における診療医療機関（後⽅⽀援病院等）の
確保が挙げられる。
後⽅⽀援病院等の確保は、在宅療養患者とその介護者の安⼼も併せて確保するとと

もに、訪問診療等を⾏う医師の⽀援につながるものでもあるため、例えば、地域の基
幹病院（有床病院）及び訪問診療を⾏う医療機関が⼀堂に会する場などを設け、在宅
療養者の容態急変時における診療医療機関の確保の導⼊に関して、その可能性につい
て意⾒交換・協議することが必要。

（２）レスパイトサービスの実施
今後は、在宅医療連携拠点推進事業にて⾏った施設訪問調査の情報を関係多職種間

で情報共有できるようにするとともに、当該施設の空き情報などがリアルタイムに把
握できる体制づくりについて検討が必要。
また、市⺠や家族介護者に対して、当該サービスの利⽤効果等を周知するなど、家

庭における介護に対する不安要素を取り除くとともに、地域における介護⼒の強化に
資する施策の展開が望まれる。
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今後の課題と留意すべきポイント
４ 在宅医療・介護に関する地域住民への普及啓発活動
（１）地域での在宅医療を浸透させるための施策の実施

地域に在宅医療・介護を浸透させるためには、「在宅医療・介護の選択肢」といっ
た視点に基づき、受けることができるサービス内容、本⼈の費⽤負担、相談窓⼝など、
市⺠にとって必要な情報を、積極的に提供することが必要。
また、関係多職種からの積極的な情報提供と協⼒を得ることで、公表する情報の厚

みが増し、市⺠への効果的な普及啓発へとつながるため、各種媒体による普及啓発や
フォーラム等市⺠向け事業のほか、地域における出前講座といった草の根的な活動に
も、関係多職種の更なる関与（講師等）が望まれる。

（２）在宅医療・介護に関する相談機能の充実
今後、在宅医療・介護の普及啓発を進めていくほど、当該内容に関する市⺠からの

問い合わせも多くなる。また、関係多職種からも在宅医療・介護連携に関する相談が
寄せられることになるため、平成27年度以降、在宅医療連携推進センターが中⼼と
なって、⾼齢者相談センター及び医師会が設置する在宅医療サポートセンターと連携
しながら、在宅医療・介護に関する相談窓⼝を早期に設置し、周知を⾏っていくこと
が必要。また、医療保険及び介護保険の適正な利⽤に関する情報発信についても、積
極的に⾏っていくことが必要。

これから事業を開始するみなさんへ⼀⾔

事業実施のキーポイントは「医師会との連携」です！

在宅医療従事者の負担軽減⽀援策（主治医・副主治医制、
後⽅⽀援病院の体制づくりなど）や訪問同⾏研修の検討・
実施（在宅医療従事者の確保）など、課題の多い事業を円
滑に実施していくには、医師会に協⼒を仰ぐところが⾮常
に⼤きく、医師会との連携が必要です。
医師会が設置する「在宅医療サポートセンター」の

ミッションは、これら課題の対応が主となっていますので、
在宅医療サポートセンターと密接な連携の中で事業展開し
ていくことが⼤きな鍵となります！！

ご清聴、ありがとうございました。


